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[国税庁]告知事項 100142 
2002年 4月 1日 

 
ホームタックスサービス利用申請案内 

 
 ホームタックスサービスを利用するためには、最寄りの税務署を訪問して、

インターネット国税サービス利用申請をして、使用者番号（ID）／パスワード
を受けなければならない。 
 個人情報保護のための公認認証書は、税務署が登録代行をして無料で発給を

受けることができる。 
 
 (必要書類) 
○ 本人が申請する場合 
‐本人であることを確認できる身分証 

 
○ 本人ではない場合 
‐利用者(委任者)の印鑑証明書 1部 
‐利用者(委任者)の印鑑 
＊利用申請書式にある委任状を作成した場合は不必要 
‐申請者(受任者)の身分証 

 
         [インターネット国税サービス利用申請書ダウンロード] 
 
＊ 電子申告をするソウル市内の税務代理人は、別途の申請をしなくてもホー

ムタックスサービスを利用することができます。 
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[別紙第 1号書式] 

インターネット国税サービス  □新規 利用申請書 

                    □変更 

１．利用者人的事項 

氏名(代表者)  法人名又は商号  
住民登録番号  事業者登録番号  
電話番号  使用者区分 □税務代理人等 □一般 

事業所住所  
事業者住所  
E‐mail住所  携帯電話番号  
２．申告事項 

使用者番号       （＊英文字又は数字の組合せ、7文字以内） 

パスワード        （＊英文字又は数字の組合せ、４字～8字） 

３．サービス利用範囲（                     ） 

公認認証書 使用者番号 利 用 サ

ービス 全部 □ 電子民願、電子告知、電子納付を除外したサービス □ 

上のとおり、インターネットによる国税サービスを受けたく申請します。 
                      20  年  月  日 
                   申請人     印(又は署名) 
    税務署長 貴下 

委  任  状 
 上記本人は、申請人にインターネットによる国税サービスの利用申請及び

変更申請に関する一切の権利と義務を委任する。 
                  委任者          (印) 

氏名  住民登録番号  受任者 
 住所  電話番号  

必要書類：利用者の印鑑証明書 1部 

留意事項：1.申請人を委任した場合には、委任状とともに申請人の身元を確認できる身

分証(住民登録証、運転免許証等)を提示しなければならない。 

     2.サービスの全部又は電子告知、電子納付、電子民願を受けるためには公認

認証書がなくてはならない。公認認証書が必要なサービスのうち一部だ

けを受ける場合には、サービス利用範囲欄の（ ）内にその内容を記載

してください。必ず、連絡のとれる E-mail住所又は携帯電話番号を記載

しなければなりません。 
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個人情報の提供・活用同意書（公認認証書の発給希望者に限る） 
 上記申請に関連し、本人から取得した個人情報を公認認証書の発給を目的

として公認認証機関に提供・活用することに同意する。 
             氏名(代表者)：      印(又は署名) 

 


